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○ 県営土地改良事業堂の前池地区（ため池等整備事業）の工事完了(農村整備課)
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告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saita

maken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
四
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
コ
シ
テ
ィ
志
木 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

天
田 

眞 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
志
木
市
館
一
丁
目
一
番
二
―
一
〇
八
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

本
会
は
、
埼
玉
県
志
木
市
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
、
自
然
豊
か
な
循
環
型
地
域
社
会
の

実
現
、
市
民
主
体
で
、
全
て
の
人
が
同
等
の
権
利
を
享
受
で
き
る
福
祉
の
充
実
し
た
地
域
社
会

を
め
ざ
す
こ
と
を
目
的
に
活
動
し
ま
す
。 

  

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
六
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitama

ken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｍ
Ｃ
Ｋ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

山
口 

和
宏 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
道
口
蛭
田
二
百
番
地
一
エ
ス
ポ
ア
ー
ル
中
村
一
〇
六 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
Ｍ
（
み
ん
な
）
Ｃ
（
地
域
）
Ｋ
（
暮
ら
そ
う
よ
）
と
い
う
理
念
の
下
に
、
障 

 

が
い
の
あ
る
人
も
そ
う
で
な
い
人
も
地
域
と
の
繋
が
り
を
重
視
し
、
誰
も
が
普
通
に
地
域
で
暮 

 

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す
活
動
を
推
進
及
び
地
域
の
保
健
、
医
療
又
は
福
祉
の
増
進
を
図 

 

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
お
け
が
わ
福
祉
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

中
山 

京
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
末
広
二
丁
目
八
番
二
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
個
人
と
し
て
の
尊
厳
を
尊
び
、
健
康
で
文
化
的
な
生
活
を
営
む
権
利
を
大
切 

 

に
し
、
精
神
障
害
者
と
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
社
会
資
源
の
充
実
や
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た 

 

め
の
事
業
を
行
い
、
豊
か
に
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
精
神
保
健
福
祉 

 

の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
八
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
本
庄
事
務
所
に
お
い
て
備
え
置
く

方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://www.saitamaken-npo.net/
）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
子
ど
も
育
成
支
援
ネ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

櫻
沢 

保 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
阿
那
志
六
百
五
十
七
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
四
十
九
号



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県電子入札共同システムヘルプデスク等運用業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部入札企画課総務・電子入札システム担当 埼玉県さいたま市浦和 

区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成22年５月20日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＫＳＫ 東京都稲城市百村1625番地２ 

５ 落札金額 

  18,657,450円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成22年４月９日 



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
随
意
契
約
の

相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
一
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県電子入札共同システム用ネットワーク機能管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部入札企画課総務・電子入札システム担当 埼玉県さいたま市浦和 

区高砂３丁目15番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

  平成22年５月26日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社ＮＴＴ東日本－埼玉 埼玉県さいたま市浦和区常盤５丁目８番17号 

５ 契約金額 

  25,305,462円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約とした理由 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第10条第１ 

項第２号に該当 



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
二
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
生
涯
学
習
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
協
会 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

三
浦 

雅
光 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
大
成
町
三
丁
目
六
四
五
番
地 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
地
域
の
学
習
者
に
対
し
、
生
涯
学
習
に
必
要
な
情
報
提
供
や
学
習
要
求
を
満

た
す
学
習
内
容
を
提
供
す
る
教
育
活
動
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
す
べ
て
の
学
習
者
の
学
習
行

動
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
二
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
定

款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活
部
Ｎ

Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
十
七
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ほ
っ
と
ポ
ッ
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

藤
田 

孝
典 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
岩
槻
区
太
田
一
丁
目
２
番
十
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
生
活
困
窮
者
・
野
宿
生
活
者
等
が
個
々
に
応
じ
た
自
立
生
活
を
営
め
る
よ
う
、

社
会
福
祉
士
等
に
よ
る
相
談
支
援
を
提
供
す
る
と
共
に
、
貧
困
問
題
と
そ
の
支
援
を
広
く
啓

発
・
啓
蒙
し
、
貧
困
問
題
解
消
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
三
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
共
育
塾 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 

森 

明
日
香 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
南
浦
和
三
丁
目
四
四
番
一
一
―
二
〇
四
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
広
く
一
般
市
民
、
特
に
子
ど
も
達
に
対
し
て
、
一
時
預
か
り
施
設
の
運
営
に

関
す
る
事
業
、
学
習
等
に
つ
い
て
の
教
育
及
び
そ
の
支
援
に
関
す
る
事
業
、
教
師
・
教
員
希
望

者
の
指
導
能
力
向
上
の
た
め
の
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
住
民
、
子
ど
も
達
と
そ
の

保
護
者
、
教
師
及
び
教
員
希
望
者
が
共
に
協
力
し
、
学
び
合
い
、
育
つ
こ
と
の
で
き
る
地
域
社

会
の
形
成
を
図
り
、
も
っ
て
広
く
公
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
四
号



告 
 

示 

  
平
成
十
三
年
埼
玉
県
告
示
第
三
百
九
十
三
号
（
災
害
救
助
法
に
よ
る
救
助
の
程
度
、
方
法
及
び

期
間
並
び
に
実
費
弁
償
の
基
準
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

第
二
条
第
二
号
ロ
中
「
二
百
四
十
万
四
千
円
」
を
「
二
百
三
十
八
万
七
千
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
第
三
号
イ
中
「
一
万
七
千
五
百
円
」
を
「
一
万
七
千
三
百
円
」
に
、
「
二
万
九
千
円
」

を
「
二
万
八
千
六
百
円
」
に
、
「
二
万
二
千
六
百
円
」
を
「
二
万
二
千
三
百
円
」
に
、
「
三
万
七

千
五
百
円
」
を
「
三
万
七
千
円
」
に
、
「
三
万
三
千
三
百
円
」
を
「
三
万
二
千
八
百
円
」
に
、
「
五

万
二
千
三
百
円
」
を
「
五
万
千
六
百
円
」
に
、
「
三
万
九
千
九
百
円
」
を
「
三
万
九
千
三
百
円
」

に
、
「
六
万
千
三
百
円
」
を
「
六
万
四
百
円
」
に
、
「
五
万
五
百
円
」
を
「
四
万
九
千
八
百
円
」

に
、
「
七
万
七
千
円
」
を
「
七
万
五
千
九
百
円
」
に
、
「
七
千
四
百
円
」
を
「
七
千
三
百
円
」
に
、

「
一
万
五
百
円
」
を
「
一
万
四
百
円
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
五
千
七
百
円
」
を
「
五
千
六
百
円
」

に
、
「
九
千
二
百
円
」
を
「
九
千
百
円
」
に
、
「
七
千
七
百
円
」
を
「
七
千
六
百
円
」
に
、
「
一

万
二
千
二
百
円
」
を
「
一
万
二
千
円
」
に
、
「
一
万
千
六
百
円
」
を
「
一
万
千
四
百
円
」
に
、
「
一

万
七
千
百
円
」
を
「
一
万
六
千
九
百
円
」
に
、
「
一
万
四
千
円
」
を
「
一
万
三
千
八
百
円
」
に
、

「
二
万
三
百
円
」
を
「
二
万
円
」
に
、
「
一
万
七
千
七
百
円
」
を
「
一
万
七
千
五
百
円
」
に
、
「
二

万
五
千
八
百
円
」
を
「
二
万
五
千
四
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
条
第
三
号
中
「
十
九
万
九
千
円
」
を
「
二
十
万
千
円
」
に
「
十
五
万
九
千
二
百
円
」
を
「
十

六
万
八
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
二
号
中
「
十
三
万
七
千
五
百
円
」
を
「
十
三
万
四
千
二
百
円
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
一
号
イ
⑹
中
「
一
万
八
千
六
百
円
」
を
「
一
万
八
千
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑺
中

「
一
万
七
千
九
百
円
」
を
「
一
万
七
千
三
百
円
」
に
改
め
、
同
号
イ
⑻
中
「
一
万
八
千
三
百
円
」

を
「
一
万
七
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
五
号



告 
 

示 

  
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

件
名 

 
 

彩
の
国
資
源
循
環
工
場
第
Ⅱ
期
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
公
聴
会 

二 

日
時
及
び
場
所 

 

ア 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
四
日
（
土
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で 

 
 

 

深
谷
市
花
園
総
合
支
所
二
〇
一
会
議
室 

 

イ 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
四
日
（
土
）
午
後
二
時
か
ら
四
時
ま
で 

 
 

 

寄
居
町
役
場
六
階
会
議
室 

 

ウ 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
五
日
（
日
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で 

 
 

 

小
川
町
竹
沢
公
民
館 

 

エ 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
十
五
日
（
日
）
午
後
二
時
か
ら
四
時
ま
で 

 
 

 

東
秩
父
村
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
や
ま
な
み 

三 

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上
田 

清
司 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

四 

意
見
を
聴
こ
う
と
す
る
事
項 

    

彩
の
国
資
源
循
環
工
場
第
Ⅱ
期
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
準
備
書
に
つ
い
て
の
環
境
の
保

 

全
の
見
地
か
ら
の
意
見 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
五
十
六
号



告 
 

示 

  
平
成
二
十
二
年
埼
玉
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号
（
埼
玉
県
地
球
温
暖
化
対
策
に
係
る
事
業
活
動

対
策
指
針
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

第
二
中
「 

 

」
を
「 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

第
三
の
一
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、

「 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
」
を
加
え
、
第
三
中
二
及

び
三
を
削
り
、
四
を
三
と
し
、
一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

     

別
表
を
別
表
第
一
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
四
表
を
加
え
る
。 

別
表

 
別

表
第

１
 

知
事

が
別

に
定

め
る

量
 

原
油

換
算

で
1
,
5
0
0
キ

ロ
リ

ッ
ト

ル
 

を
知

事
が

別
に

定
め

る
期

間
 

を
平

成
2
0
年

度
以

降
の

３
か

年
度

（
年

度
の

途
中

か
ら

当
 

該
事

業
所

の
使

用
が

開
始

さ
れ

た
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
年

度
を

除
く

３
か

年
度

）
 

、
知

事
が

別
に

定
め

る
期

間
 

、
別

表
第

２
に

掲
げ

る
各

期
間

 
温

室
効

果
ガ

ス
 

の
 

二
酸

化
炭

素
（

燃
料

、
熱

又
は

電
気

の
使

用
に

伴
っ

て
排

出
さ

れ
る

も
の

に
限

る
。

以
 

下
「

目
標

設
定

ガ
ス

」
と

い
う

。
）

の
 

知
事

が
別

に
定

め
る

方
法

 
別

表
第

３
に

 

掲
げ

る
算

定
方

法
 

温
室

効
果

ガ
ス

排
出

量
 

目
標

設
定

ガ
ス

排
出

量
 

室
効

果
ガ

ス
を

 
目

標
設

定
ガ

ス
を

 
知

事
が

定
め

る
割

合
 

げ
る

割
合

 

２
 

目
標

の
達

成
及

び
手

段
 

⑴
 

大
規

模
事

業
者

は
、

排
出
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別表第２（削減計画期間）  

別表第３（基準排出量の算定方法）  

１  平 成 23年 度 か ら 平 成 26年 度 ま で の 期 間  

２  平 成 27年 度 か ら 平 成 31年 度 ま で の 期 間  

３  平 成 32年 度 以 降 の ５ か 年 度 ご と の 期 間  

事 業 所 の 区 分  算 定 方 法  

１  平 成 23年 度 か ら 大 規 模 事

業 所 に 該 当 し た 事 業 所 の う

ち 、 平 成 18年 度 か ら の ３ か

年 度 連 続 し て 原 油 換 算 で

1,500キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の

エ ネ ル ギ ー を 使 用 し て い る

大 規 模 事 業 所 （ 平 成 18年 度

の 途 中 か ら 使 用 が 開 始 さ れ

た 事 業 所 を 除 く 。 ）  

⑴  算 定 時 期  

平 成 23年 度  

⑵  算 定 量  

平 成 14年 度 か ら 平 成 19年 度 ま で の 間 で 大 規

模 事 業 者 が 選 択 す る 連 続 す る ３ か 年 度（ 当 該 ３

か 年 度 の う ち に 大 規 模 事 業 所 の 目 標 設 定 ガ ス

排 出 量 が 標 準 的 で な い と 知 事 が 特 に 認 め る 年

度 が あ る 場 合 に あ っ て は 、当 該 年 度 を 除 く ２ か

年 度 ） の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 平 均 の 量  

２  平 成 23年 度 か ら 大 規 模 事

業 所 に 該 当 し た 事 業 所 の う

ち １ に 該 当 し な い 事 業 所  

⑴  算 定 時 期  

平 成 23年 度  

⑵  算 定 量  

次 に 掲 げ る 量 の う ち 、大 規 模 事 業 者 が 選 択 す

る 量  

ア  大 規 模 事 業 所 に 該 当 し た 年 度 の ４ か 年 度

前 の 年 度 か ら 前 年 度 ま で の 間 で 大 規 模 事 業

者 が 選 択 す る 連 続 す る ３ か 年 度（ 当 該 ３ か 年

度 の う ち に 大 規 模 事 業 所 の 目 標 設 定 ガ ス 排

出 量 が 標 準 的 で な い と 知 事 が 特 に 認 め る 年

度 が あ る 場 合 に あ っ て は 、当 該 年 度 を 除 く ２

か 年 度 ） の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 平 均 の 量

（ 当 該 期 間 に お け る 大 規 模 事 業 所 に お け る

地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の 程 度 が 知 事 が 別 に

定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 る 。 ）  

イ  大 規 模 事 業 所 の 用 途 別 に 当 該 用 途 に お け

る 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に 相 当 程 度 影 響 を 与

え る 事 業 活 動 の 規 模 を 表 す も の と し て 知 事

が 別 に 定 め る 床 面 積 そ の 他 の 指 標（ 以 下「 排

出 活 動 指 標 」と い う 。）の 当 該 大 規 模 事 業 所

に お け る 値（ 以 下「 排 出 活 動 指 標 値 」と い う 。）

に 、事 業 所 の 用 途 、規 模 等 に つ い て 当 該 大 規

模 事 業 所 と 同 じ 特 性 を 有 す る 事 業 所 の 標 準

的 な 排 出 活 動 指 標 の 値 １ 単 位 当 た り の 目 標

設 定 ガ ス 排 出 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 値

（ 以 下「 排 出 標 準 原 単 位 」と い う 。）を 乗 じ

て 算 出 し た 量  

３  平 成 24年 度 以 降 に 大 規 模

事 業 所 に 該 当 し た 事 業 所  

⑴  算 定 時 期  

大 規 模 事 業 所 に 該 当 し た 年 度  

⑵  算 定 量  

２ ⑵ に 掲 げ る 量  

備 考  

１  基 準 排 出 量 は 、こ の 表 に 掲 げ る 方 法 に よ る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場

合 は 、 知 事 が 認 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 と す る 。  



 

別表第４（目標削減率）  

２  大 規 模 事 業 者 は 、次 に 定 め る 大 規 模 事 業 所 の 状 況 の 変 更（ 以 下「 状 況 の 変 更 」

と い う 。）が あ っ た と き は 、下 記 ３ に 基 づ き 、基 準 排 出 量 を 変 更 す る も の と す

る 。  

⑴  熱 供 給 事 業 所 以 外 の 大 規 模 事 業 所 に お い て 、次 に 掲 げ る 事 由 に よ り 目 標 設

定 ガ ス 排 出 量 が 増 加 し 、又 は 減 少 す る 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り

算 定 さ れ る 量 の 合 計 が 大 規 模 事 業 所 の 基 準 排 出 量 の 知 事 が 別 に 定 め る 割 合

以 上 と な る こ と 。  

ア  大 規 模 事 業 所 の 床 面 積 の 増 加 又 は 減 少  

イ  大 規 模 事 業 所 の 全 部 又 は 一 部 の 用 途 が 排 出 活 動 指 標 に 定 め る 用 途 の う

ち 異 な る 用 途 に な る 変 更  

ウ  大 規 模 事 業 所 に お け る 事 業 活 動 の 量 、種 類 又 は 性 質 を 変 更 す る た め の 設

備 の 増 加 又 は 減 少  

⑵  熱 供 給 事 業 所 に お い て 、当 該 熱 供 給 事 業 所 の 熱 を 供 給 す る 先 の 事 業 所 の 床

面 積（ 以 下「 熱 供 給 先 面 積 」 と い う 。） が 増 加 し 、又 は 減 少 し た 面 積 が 、 当

該 大 規 模 事 業 所 の 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 と な る 期 間 に お け る 熱 供 給 先 面 積

の 平 均 の 知 事 が 別 に 定 め る 割 合 以 上 と な る こ と 。  

３  大 規 模 事 業 者 は 、状 況 の 変 更 が あ っ た と き は 、状 況 の 変 更 が あ っ た 日 の 属 す

る 年 度（ 以 下「 状 況 変 更 年 度 」と い う 。た だ し 、状 況 の 変 更 が あ っ た 日 の 属 す

る 月 が ３ 月 で あ る 場 合 に あ っ て は 、状 況 変 更 年 度 の 翌 年 度 。以 下 同 じ 。）か ら

当 該 状 況 変 更 年 度 の 属 す る 各 削 減 計 画 期 間 内 に お い て 、大 規 模 事 業 所 に 該 当 し

た 年 度 か ら 当 該 削 減 計 画 期 間 の 終 了 年 度（ 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 終 了

年 度 が 変 更 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、当 該 変 更 後 の 終 了 年 度 ）ま で の 期 間（ 以 下

「 削 減 期 間 」と い う 。）の 終 了 す る 年 度 ま で の 基 準 排 出 量 を 、状 況 の 変 更 が あ

っ た 部 分 に 係 る 次 に 掲 げ る い ず れ か の 方 法（ ⑶ 及 び ⑷ の 方 法 に つ い て は 、実 測

し た 期 間 に お い て 、状 況 の 変 更 が あ っ た 部 分 に お け る 地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の

程 度 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る 場 合 に 限 る 。）に よ り 算 定 さ れ る 量（ 状 況 変

更 年 度 に あ っ て は 、算 定 さ れ る 量 に 、当 該 状 況 の 変 更 が あ っ た 日 の 属 す る 月 の

翌 月 か ら 当 該 状 況 変 更 年 度 の ３ 月 ま で の 月 数（ 当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 日 の 属

す る 月 が ２ 月 で あ る 場 合 に あ っ て は 、１ と す る 。）を 12で 除 し て 得 た 値 を 乗 じ

て 得 た 量 に 縮 小 し た 量 と す る 。）の 合 計 を 、目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 が 増 加 す る 状

況 の 変 更 の 場 合 に あ っ て は 当 該 状 況 の 変 更 の 前 の 基 準 排 出 量 に 加 え 、目 標 設 定

ガ ス 排 出 量 が 減 少 す る 状 況 の 変 更 の 場 合 に あ っ て は 当 該 状 況 の 変 更 の 前 の 基

準 排 出 量 か ら 減 じ て 得 た 量 に 変 更 す る も の と す る 。  

⑴  当 該 事 業 所 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に 相 当 程 度 影 響 を 与 え る 事 業 活 動 の 規

模 を 表 す も の と し て 知 事 が 適 切 と 認 め る 指 標 の 値 １ 単 位 当 た り の 当 該 事 業

所 に お け る 過 去 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に 、当 該 状 況 の 変 更 に よ る 当 該 指 標 の

値 の 変 更 量 を 乗 じ て 得 た 量  

⑵  当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 部 分 の 用 途 に 応 じ た 排 出 標 準 原 単 位 に 、当 該 状 況

の 変 更 に よ る 排 出 活 動 指 標 値 の 変 更 量 を 乗 じ て 得 た 量  

⑶  当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 部 分 に お い て 実 測 し た 燃 料 等 の 使 用 の 量 に 基 づ

き 算 定 し た 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量  

⑷  当 該 状 況 の 変 更 の あ っ た 部 分 の 一 部 に お い て 実 測 し た 燃 料 等 の 使 用 の 量

に 基 づ き 知 事 が 適 切 と 認 め る 方 法 に よ り 、そ の 全 部 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 を

推 計 し た 量  

削 減 計 画

期 間  
事 業 所 の 種 類  

目 標  

削 減 率  

別 表 第 ２  

１ に 掲 げ

る 期 間  

第 １ 区 分  主 た る 用 途 が 次 に 掲 げ

る 用 途 又 は こ れ ら に 類 す

る 用 途 で 構 成 さ れ る 事 業

所 及 び 熱 供 給 事 業 所  

次 に 掲 げ る 事 業 所  

 熱 供 給 事 業 所  

 熱 供 給 事 業 所 以  

外 で 、 知 事 が 別 に  

100分 の ８  



 

  ア  事 務 所（ 試 験 、研 究 、

設 計 又 は 開 発 の た め の

も の を 含 む 。 ） 又 は 営

業 所  

イ  官 公 庁 の 庁 舎  

ウ  百 貨 店 、 飲 食 店 そ の

他 の 店 舗  

エ  旅 館 、 ホ テ ル そ の 他

の 宿 泊 施 設  

オ  学 校 そ の 他 の 教 育 施

設  

カ  病 院 そ の 他 の 医 療 施

設  

キ  社 会 福 祉 施 設  

ク  情 報 通 信 施 設  

ケ  美 術 館 、 博 物 館 又 は

図 書 館  

コ  展 示 場  

サ  集 会 場 又 は 会 議 場  

シ  結 婚 式 場 又 は 宴 会 場  

ス  映 画 館 、 劇 場 又 は 観

覧 場  

セ  遊 技 場  

ソ  体 育 館 、 競 技 場 、 水

泳 プ ー ル そ の 他 の 運 動

施 設  

タ  公 衆 浴 場 又 は 温 泉 保

養 施 設  

チ  遊 園 地 、 動 物 園 、 植

物 園 又 は 水 族 館  

ツ  競 馬 場 、 競 輪 場 、 小

型 自 動 車 競 走 場 又 は モ

ー タ ー ボ ー ト 競 走 場  

テ  倉 庫 （ 冷 凍 倉 庫 又 は

冷 蔵 倉 庫 を 含 む 。 ）  

ト  ト ラ ッ ク タ ー ミ ナ ル  

ナ  刑 務 所 又 は 拘 置 所  

ニ  斎 場  

ヌ  駐 車 場  

定 め る 基 準 と な る

期 間 に お け る 他 人

か ら 供 給 さ れ た 熱

に 係 る 原 油 換 算 エ

ネ ル ギ ー 使 用 量

の 、 当 該 期 間 に お

け る す べ て の 燃 料

等 に 係 る 原 油 換 算

エ ネ ル ギ ー 使 用 量

に 占 め る 割 合 が 平

均 で ２ 割 未 満 で あ

る も の  

 

上 記 以 外 の も の  100分 の ６  

第 ２ 区 分  第 １ 区 分 以 外 の 事 業 所  100分 の ６  

備 考  

１  地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の 程 度 が 特 に 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 基

準 に 適 合 す る こ と を 知 事 が 認 め た 大 規 模 事 業 所 の 目 標 削 減 率 は 、 知 事 が 基 準 に

適 合 し て い る と 認 め た 年 度 か ら 当 該 年 度 の 属 す る 削 減 期 間 の 終 了 す る 年 度 （ 基

準 に 適 合 し な く な っ た こ と を 知 事 が 認 め た 場 合 に あ っ て は 、 そ の 認 め た 日 の 属

す る 年 度 。 以 下 同 じ 。 ） ま で の 期 間 に お い て 、 こ の 表 の 区 分 に 応 じ 、 目 標 削 減

率 の 欄 に 掲 げ る 値 の ４ 分 の ３ と す る 。  

２  地 球 温 暖 化 対 策 の 推 進 の 程 度 が 極 め て 優 れ た 事 業 所 と し て 知 事 が 別 に 定 め る

基 準 に 適 合 す る こ と を 知 事 が 認 め た 大 規 模 事 業 所 の 目 標 削 減 率 は 、 知 事 が 基 準

に 適 合 し て い る と 認 め た 年 度 か ら 当 該 年 度 の 属 す る 削 減 期 間 の 終 了 す る 年 度 ま

で の 期 間 に お い て 、 こ の 表 の 区 分 に 応 じ 、 目 標 削 減 率 の 欄 に 掲 げ る 値 の ２ 分 の  



 

別表第５（目標の達成の方法）  

 目 標 の 達 成 の 方 法 は 、 各 削 減 期 間 ご と に 、 当 該 大 規 模 事 業 所 に お け る 削 減 期 間 の 各

年 度 の 基 準 排 出 量 （ 別 表 第 ３ 備 考 の 規 定 に よ り 基 準 排 出 量 が 変 更 さ れ た 年 度 に つ い て

は 、 そ の 変 更 後 の 量 。 以 下 同 じ 。 ） を 合 算 し て 得 た 量 か ら 当 該 大 規 模 事 業 所 に お け る

各 年 度 の 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 削 減 期 間 に お け る 合 計 を 減 じ て 得 た 量 （ 以 下 「 排 出 削

減 量 」 と い う 。 ） に 、 １ 及 び ２ の 量 を 加 え 、 ３ の 量 を 減 じ て 得 た 量 を 、 当 該 削 減 期 間

の 終 了 年 度 の 翌 年 度 の 末 日 （ 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 削 減 期 間 の 終 了 年 度 が 変

更 さ れ た 場 合 に あ っ て は 、知 事 が 認 め た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 180日 を 経 過 し た 日 ）ま

で に 、 削 減 期 間 の 各 年 度 ご と に 基 準 排 出 量 に 目 標 削 減 率 （ 別 表 第 ４ 備 考 の 規 定 に よ り

目 標 削 減 率 が 減 少 し た 年 度 に つ い て は 、 そ の 減 少 後 の 値 ） を 乗 じ て 得 た 量 を 、 当 該 削

減 期 間 に お い て 合 計 し た 量 （ 以 下 「 排 出 削 減 目 標 量 」 と い う 。 ） 以 上 と す る 方 法 と す

る 。  

１ と す る 。  

１  大 規 模 事 業 者 が 、当 該 大 規 模 事 業 所 に お い て 、知 事 が 別 に 定 め る 期 間 に お け

る そ の 他 ガ ス（ 目 標 設 定 ガ ス 以 外 の 温 室 効 果 ガ ス を い う 。以 下 同 じ 。）排 出 量

の 削 減 量 と し て 、知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に 知 事 が 別 に 定 め る

割 合 を 乗 じ て 得 た 量 に つ い て 、知 事 が 認 め 、発 行 す る 量（ 以 下「 そ の 他 ガ ス 削

減 量 」と い う 。）に つ い て 、削 減 目 標 の 達 成 に 充 て る も の と し て 知 事 が 別 に 定

め る 削 減 量 口 座 簿 に 記 録 （ 以 下 「 充 当 」 と い う 。 ） し た と き は 、 そ の 量  

２  大 規 模 事 業 者 が 、当 該 大 規 模 事 業 所 に お い て 、知 事 が 別 に 定 め る 期 間 に お け

る 次 に 掲 げ る 取 得 及 び 移 転（ 以 下「 振 替 」と い う 。）が 可 能 な 削 減 量（ 以 下「 振

替 可 能 削 減 量 」と い う 。）を 取 得 し 、当 該 振 替 可 能 削 減 量 に つ い て 充 当 を 行 っ

た と き は 、次 に 掲 げ る 量 の う ち 充 当 を 行 っ た 量 に 、⑷（ 知 事 が 別 に 定 め る も の

に 限 る 。）、⑹（ 県 内 の 森 林 に 係 る も の に 限 る 。）及 び ⑺（ 知 事 が 別 に 定 め る

も の に 限 る 。 ） に つ い て は 100分 の 150を 、 そ れ 以 外 に つ い て は 100分 の 100を 、

そ れ ぞ れ 乗 じ て 得 た 量 を 合 算 し て 得 た 量 。た だ し 、⑶ に つ い て は 、別 表 第 ４ の

第 １ 区 分 に 該 当 す る 大 規 模 事 業 所 に あ っ て は 、排 出 削 減 目 標 量 に ３ 分 の １ を 乗

じ て 得 た 量 、第 ２ 区 分 に 該 当 す る 大 規 模 事 業 所 に あ っ て は 、排 出 削 減 目 標 量 に

２ 分 の １ を 乗 じ て 得 た 量 を 上 限 と す る 。  

⑴  他 の 大 規 模 事 業 所 に お け る 超 過 削 減 量（ 排 出 削 減 量 の う ち 、削 減 期 間 の 開

始 年 度 か ら 超 過 削 減 量 を 算 定 す る 年 度 の 前 年 度 ま で（ 以 下「 超 過 削 減 量 算 定

期 間 」と い う 。）の 各 年 度 ご と に 、基 準 排 出 量 か ら 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 を 減

じ て 得 た 量（ 基 準 排 出 量 の ２ 分 の １ を 上 限 と す る 。）の う ち 、基 準 排 出 量 に

目 標 削 減 率 を 乗 じ て 得 た 量 を 超 過 し た 量 を 、当 該 超 過 削 減 量 算 定 期 間 に お い

て 合 計 し た 量 に つ い て 知 事 が 認 め 、 発 行 す る 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

⑵  県 内 削 減 量（ 大 規 模 事 業 所 以 外 の 県 内 の 事 業 所 に お け る 目 標 設 定 ガ ス の 削

減 量 と し て 、 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に つ い て 知 事 が 認 め 、

発 行 す る 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

⑶  県 外 削 減 量 （ 原 油 換 算 で 1,500キ ロ リ ッ ト ル 以 上 の エ ネ ル ギ ー を 使 用 す る

県 外 の 事 業 所 の う ち 、知 事 が 別 に 定 め る 事 業 所 に お け る 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量

の 削 減 量 と し て 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に つ い て 知 事 が 認

め 、 発 行 す る 量 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）  

⑷  環 境 価 値 換 算 量（ 電 気 等 の 環 境 価 値（ 再 生 可 能 エ ネ ル ギ ー で あ っ て 、知 事

が 別 に 定 め る も の を 変 換 し て 得 ら れ る 電 気 又 は 熱 が 有 す る 地 球 温 暖 化 及 び

エ ネ ル ギ ー の 枯 渇 の 防 止 に 貢 献 す る 価 値 を い う 。）の 保 有 量 と し て 知 事 が 別

に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 を 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 目 標 設 定 ガ

ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換 算 し た 量 に つ い て 知 事 が 認 め 、発 行 す る 量 を い う 。以

下 同 じ 。 ）  

⑸  前 期 超 過 削 減 量（ 当 該 削 減 期 間 よ り も 前 の 削 減 期 間 に お け る 超 過 削 減 量 を

い う 。 ）  

⑹  森 林 に よ る 二 酸 化 炭 素 吸 収 量（ 森 林 の 整 備 又 は 保 全 に よ る 二 酸 化 炭 素 の 吸  



 

備 考  

１  そ の 他 ガ ス 削 減 量 、超 過 削 減 量 、県 内 削 減 量 、県 外 削 減 量 及 び 環 境 価 値 換 算 量 は 、

当 該 量 の 算 定 の 方 法 、 算 定 に 用 い る 情 報 、 算 定 さ れ た 量 の 値 そ の 他 の 知 事 が 別 に 定

め る 事 項 が 知 事 が 別 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る こ と に つ い て 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ

ろ に よ り 知 事 が 認 め た 者 が 行 う 検 証（ 以 下「 検 証 」と い う 。）を 受 け る も の と す る 。  

２  大 規 模 事 業 者 は 、 目 標 の 達 成 を 評 価 す る 際 に は 、 知 事 が 別 に 定 め る と こ ろ に よ り

大 規 模 事 業 所 ご と に 基 準 排 出 量 及 び 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 に つ い て 検 証 を 受 け る も の

と す る 。  

収 の 増 加 量 と し て 、知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 算 定 す る 量 に つ い て 、知 事

が 認 め 、 発 行 す る 量 を い う 。 ）  

⑺  そ の 他 削 減 量（ こ の 指 針 以 外 で 認 め ら れ た 温 室 効 果 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 の

う ち 、 次 に 定 め る も の に 限 る 。 ）  

ア  電 気 事 業 者 に よ る 新 エ ネ ル ギ ー 等 の 利 用 に 関 す る 特 別 措 置 法 施 行 規 則

（ 平 成 14年 経 済 産 業 省 令 第 119号 ） 第 １ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 新 エ ネ ル ギ ー

等 電 気 相 当 量（ 規 模 、方 法 等 に つ い て 知 事 が 別 に 定 め る 発 電 に よ る も の に

限 る 。）を 知 事 が 別 に 定 め る 方 法 に よ り 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換

算 し た 量  

イ  知 事 が 認 め る 機 関 が 認 証 す る 電 気 等 環 境 価 値 保 有 量（ 規 模 、方 法 等 に つ

い て 知 事 が 別 に 定 め る 発 電 に よ る も の に 限 る 。）を 知 事 が 別 に 定 め る 方 法

に よ り 目 標 設 定 ガ ス 排 出 量 の 削 減 量 に 換 算 し た 量  

３  大 規 模 事 業 者 が 、自 ら の 大 規 模 事 業 所 に お け る 超 過 削 減 量 に つ い て 、他 に 移

転 し た と き 、又 は 後 の 削 減 期 間 に お け る 目 標 達 成 に 充 て る こ と に 利 用 し た と き

は 、 当 該 移 転 又 は 利 用 の 量  
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埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
県
営
土
地
改
良
事
業
八
丁
湖
地
区
（
た
め
池
等
整
備
事
業
）
の
工
事
を
平
成
二
十
二
年
五
月
二

十
八
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の

二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

        

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号



告 
 

示 

  
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
か
ら
住
所
及
び
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を

行
う
事
務
所
の
所
在
地
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お

り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
知

事
第
四
号 

指
定
番
号 

財
団
法
人

ベ
タ
ー
リ

ビ
ン
グ 

名 
 

称 

東
京
都
千
代

田
区
富
士
見

二
丁
目
七
番

二
号 

変
更
後
の
住

所 
東
京
都
千
代
田
区

富
士
見
二
丁
目
七

番
二
号 

 
 

 
 

 
 

 
 

変
更
後
の
構
造
計

算
適
合
性
判
定
の

業
務
を
行
う
事
務

所
の
所
在
地 

平
成
二
十
二
年
七

月
五
日 

住
所
及
び
事
務
所

の
所
在
地
の
変
更

日 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
埼
玉
県
公
安
委
員
会
等
が
行
う
事
務
に
関
す
る
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
条
例
第

五
十
四
号
）
別
表
第
七
号
の
表
第
一
号
の
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
又
は
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ

ケ
ッ
ト
発
給
手
数
料
の
収
納
事
務
を
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
六
月
三
十
日

ま
で
の
間
、
次
に
掲
げ
る
者
に
委
託
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

住
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
五
丁
目
十
七
番
五
号 

二 

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

株
式
会
社
Ｓ
Ｐ
Ｄ
セ
キ
ュ
リ
Ａ 

 
 

代
表
取
締
役 

樋
口 

惠
二
郎 

埼
玉
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長
告
示
第
二
号 

 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長 

高 

橋 

貞 

治 
 

 
 

  

指

定

取

消

年

月

日 

主
た
る
事
務
所
又
は 

事
業
所
の
所
在
地 

代

表

者

の

氏

名 

氏

名

又

は

名

称 

平
成
二
十
二
年
四
月
十
二
日 

埼
玉
県
比
企
郡
小
川
町
大
字
増
尾
五
三
三 

 

磯
田 

君
枝 

有
限
会
社 

イ
ソ
ダ
石
油 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
八
十
九
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

若 

林 

祥 

文 
 

 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
四
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
二
〇
〇
二
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
二
〇
〇
三
七
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
長
瀬
字
鶴
泊
二
〇
六
番
九
、
二
〇
七
番
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
大
谷
木
二
五
番
地
七
（
２
Ｆ
） 

 
 

水
守 

栄
治 

 
 

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
大
谷
木
二
五
番
地
七
（
２
Ｆ
） 

水
守 

栄
美 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
千
九
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

 

橘 
 

裕 

子 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
五
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
二
〇
〇
〇
五
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
二
年
六
月
二
十
五
日 

 
 

越
建
セ
第
一
〇
七
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

北

飾
郡
杉
戸
町
大
字
遠
野
字
宮
ノ
下
三
三
九
―
三 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

千
葉
県
野
田
市
次
木
二
三
九
グ
リ
ー
ン
コ
ー
ポ
２ 

二
〇
二 

 
 

横
井 

高
司 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
教
委
告
示
第
二
十
五
号 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

松 

居 
 

 

和 

一 

日
時 

 
 

平
成
二
十
二
年
七
月
八
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
教
職
員
健
康
審
査
会
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

 

ロ 

そ
の
他 
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